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 新旧対照表 

  浦安市障がい者一時介護委託料等助成規則（平成６年規則第28号）の一部改正 

 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 障がい者 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている

者であって、次のいずれかに該当するものをいう。 

  ア 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定によ

り身体障害者手帳の交付を受けた者 

  イ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第12条第１項に規定する児童相

談所又は知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第12条に規定する知

的障害者更生相談所において知的障がい者と判定された者 

  ウ 医師により精神障がい者であると診断された者 

 

 

(2) 介護 障がい者に入浴、排せつ、食事等の介助その他の日常生活上の世

話をすることをいう。 

(3)～(5) 省 略 

（対象者） 

第３条 一時介護委託料等の助成を受けることのできる者（以下「対象者」と

いう。）は、次の各号のいずれかに該当する介護者であって、障がい者の介

護を介護人に委託したものとする。 

(1)・(2) 省 略 

 

(3) 省 略 

２ 前項の規定にかかわらず、障がい者又はその保護者が次の各号に掲げる給

付等を受けたときは、当該給付等に係る介護については、一時介護委託料等

の助成を受けることができない。 

(1) 介護保険法（平成９年法律第123号）第18条第１号に規定する介護給付

（定義） 

第２条 同 左 

 

(1) 障がい者 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の

規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、児童福祉法（昭和22年法律

第164号）第12条第１項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法

（昭和35年法律第37号）第12条に規定する知的障害者更生相談所において

知的障がい者と判定された者又は医師により精神障がい者であると診断さ

れた者であって、次のいずれかに該当するものをいう。 

  ア 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者 

  イ 身体障害者福祉法第18条第４項第３号又は知的障害者福祉法第16条第

１項第２号の規定により市外の身体障害者更生援護施設又は知的障害者

援護施設に市が入所の委託をした者 

 

 

(2)～(4) 同 左 

（対象者） 

第３条 同 左 

 

 

(1)・(2) 同 左 

(3) 介護疲れ等により一時的に介護ができなくなった者 

(4) 同 左  

 

 

 

 



 -２- 

 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

又は同条第２号に規定する予防給付 

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第６条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等

給付費又は特例訓練等給付費 

(3) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の２に規定する障害児

通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は第24条の２第１項に規定す

る障害児入所給付費 

(4) 浦安市障がい者日中一時支援事業の実施に関する規則（平成19年規則第

44号）第７条に規定する利用助成金 

（助成の範囲） 

第５条 省 略 

２ 介護委託料の助成は、障がい者一人当たりにつき、年額60,000円を限度と

する。 

 

 

 

 

３ 省 略 

（申請） 

第６条 省 略 

２ 第１項の規定による申請は、対象者が介護人に介護委託料を支払った日の

翌日から起算して２年以内に行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（助成の範囲） 

第５条 同 左 

２ 介護委託料の助成は、障がい者一人当たりにつき、年額60,000円を限度と

する。ただし、介護者の属する世帯が生活保護法（昭和25年法律第144号）

により保護を受けている世帯であるとき、又は当該年度の市民税（当該年度

の市民税の課税額が確定していない場合にあっては、前年度の市民税）が非

課税の世帯であるときは、障がい者一人当たりにつき、年額120,000円を限

度とする。 

３ 同 左 

（申請） 

第６条 同 左 
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 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 
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 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 
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 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

  



 -６- 

 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

（経過措置） 

２ 改正後の浦安市障がい者一時介護委託料等助成規則の規定は、施行日以後

の申請に係る一時介護委託料等について適用し、施行日前の申請に係る一時

介護委託料等については、なお従前の例による。 

 

 

 


